
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成：令和２年度  訂正：令和７年度 

安心して行事ができるように見守り。 

ひまわり１１０番協力者との連携や 

はさまっぷの作成。 

PTA ハンドブック 

衛生用品購入と補助 

子供たちの非常食購入 

芸術鑑賞補助費 

ジュースや記念品 
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【PTA ハンドブック】について 

 

「飯山満小 PTA って何のためにあって、何をしているの？」という保護者のみなさまのご意見

をうけ、PTA 本部では現在の飯山満小 PTA についてハンドブックというかたちでまとめること

にいたしました。これからの新しい生活様式に合わせ、PTA のあり方もまた大きな転換点にきて

いると思います。PTA のこれからを一緒に考えていただくにあたり、まずはみなさまに今の

PTA の活動をご紹介します。内容が多いですが、お時間のあるときに最後までお読みいただけた

ら幸いです。     

 

１、そもそも飯山満小 PTA は何のためにあるの？ 

「飯山満小学校 PTA 規約」からまず PTA の目的をみてみましょう 

（飯山満小 HP の PTA からのお知らせページに全文が掲載されています） 

 

この会（船橋市立飯山満小学校 PTA）は、保護者と教職員が協力して、家庭、 

本校（船橋市立飯山満小学校）及び地域における児童の健全でかつ幸福な成長を図る 

こととともに会員相互の親睦を図ることを目的とする。                            

（第４条） 

 

→子供たちの日々の生活のステージは、家庭・学校・地域です。 

そこで子供たちが心身ともに安心できる安全なよい環境で成長していってほしい、毎日を楽

しく過ごしてほしい・・保護者であれば、自然とそう願う人がほとんどだと思います。 

ですが、それは先生方やスクールガードさん、地域の方に任せきりにするものでしょうか？ 

私たち保護者もその実現のために一緒になって力を合わせる、できることをする、それがPTA

活動です。 

また、活動を通して保護者同士や、先生方とコミュニケーションをとること、親睦を深める

ことも PTA の大切な目的です。それに加え地域の方たちとの親睦をはかることも大切にして

います。 

家庭・学校・地域のコミュニケーションがよくとれていて連携できている環境は、子供たち

のより豊かな成長につながります。 
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２、そのために飯山満小 PTA は何をしているの？ 

「飯山満小学校 PTA 規約」では以下のように書かれています 

 

 

この会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。 

⑴本校における学習指導、学校行事などを支援する活動 

⑵本校及び地域において、児童のより良い生活環境を整備する活動 

⑶本校及び地域において、児童の安全の向上を図る活動 

⑷会員相互及び地域との親睦を図る活動 

⑸その他、目的を達成するために必要な活動      （第５条） 

 

 

→例年飯山満小 PTA で行なっている活動を第 5 条⑴〜⑸に当てはめて例にあげると・・ 

(1)本校における学習指導、学校行事などを支援する活動 

運動会・給食試食会などの協力、芸術鑑賞会費用の補助、周年行事費用の 

積み立てなど 

⑵本校及び地域において、児童のより良い生活環境を整備する活動 

草刈り、トイレ清掃、ベルマークなどを集め学校で使えるものと交換する、児童用非常食

の備蓄、寄贈品など 

⑶本校及び地域において、児童の安全の向上を図る活動 

地域の方達と協力してのパトロール活動、下校時パトロール、ひまわり 110 番、防犯 

ポスターの町会自治会への掲示のお願い、はさまっぷの作成・配布、腕章着用や自転車 

防犯プレートなど 

⑷会員相互及び地域との親睦を図る活動 

はさまっこ☆フェスタの開催、広報紙の発行、船橋市 PTA 連合会での活動、飯山満中学

校区・二宮中学校区市民の会の総会や理事会への出席、飯山満中学校区３校（飯山満中・飯

山満南小・飯山満小）二宮中学校区４校（二宮中・二宮小・薬園台小・飯山満小）との連絡

協議会、各校の行事（入学式、卒業式、体育祭、バザーなど）への参加、子供まつりや 

福祉まつりの協力など 

⑸その他、目的を達成するために必要な活動 

PTA 総会、運営委員会、専門委員会の話し合いなど 

  

 

 

 

 

 

 

 

ひとつひとつの活動に意味が

あるんだなぁ・・・ 
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３、PTA 会費はどのように使われているの？ 

 

一世帯あたり１年間に 2,700 円を PTA 会費として集めています。自分の子供にそのまま使わ

れるということではなく、集めたものを飯山満小の子供たちみんなのために使っています。詳しい

使い道は飯山満小ホームページ→PTAからのお知らせ→PTA総会資料の予算案をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのほか児童に直接届くものとしては 

・運動会の記念品 ・進級祝いの名札 

・卒業式のコサージュ、卒業証書ホルダー、卒業記念品 など 

 

 

 

 

・芸術鑑賞補助費で、子供たちが本物の芸術に触れる機会を応援 

・学校行事や PTA 活動の様子を伝えるカラーの広報紙の発行 

・子供たちの安全を守る PTA 腕章の購入 

・周年行事や、新しい校旗の購入のための積み立て 

・学校への寄贈品 など 

PTA 会費は子供たちの身近なところで様々なものに姿を変えて活用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和元年度からの取り組みとして児童用災害時備蓄品の購入をはじめました。

学校にある防災倉庫の中身は市の危機管理課の管轄で児童用ではありません。 

そのため、児童一人につき１つ７年長期保存のアレルギーフリー米粉クッキー

と 500ml ペットボトルの飲料水を PTA で用意することにしました。災害時、保

護者の迎えを待つ間などに活用できます。未使用の場合は卒業時にお持ち帰りい

ただきます。 

 

 ほかにもまだまだ・・ 

 



 5 

４、PTA の「本部役員」「専門委員」って？ 

PTA 活動への関わり方はたくさんあります。PTA 会費を納める、ベルマークを集める、子

供の送り迎えのときに危険がないか通学路をチェックする、運動会前の草刈りに参加する・・・。

その中で「本部役員」「専門委員」は、上記２で紹介したような PTA 活動を、その年度に中心

となって進めるメンバーです。色々な活動があり、ずっと同じ人が担当するのも大変なので、

交代でやりましょうということになっています。 

PTA活動を行う上で本校では〝PTA本部〟を置いていますが、本部役員（基本10名程度）

が全ての活動の細かな部分まで把握することは難しいので、それぞれの専門委員会を設け、そ

の中で役割を決めたり、分担したり、引き継ぎを行い活動しています。 

【専門委員】任期１年 

・毎年１月(年度終わり)に募集をします。  

 

＊学年委員会（専門委員・お手伝い要員の選出、行事協力など） 1２名程度 

＊校外環境委員会（子供たちの安全を守るための活動、行事協力など） 1５名程度 

＊広報委員会（広報誌「はさま」の発行、行事協力など） 1８名程度 

＊文化委員会（ベルマーク関連の集計作業、給食試食会運営、行事協力など） 1３名程度 

＊フェスタ企画委員会（はさまっこ☆フェスタの企画・運営など） ２１名程度 

 

☆それぞれメンバーが決まった後に、委員会ごとに集まり、 

四役 委員長、副委員長、書記、会計を決めます。 

・・・詳しい活動内容は、 

 

飯山満小ホームページ→PTA からのお知らせ→PTA 専門委員役員活動内容紹介 

 をご覧ください。 

【本部役員】任期２年 

・10 月頃に次年度本部役員募集のお手紙が配信されます。 

任期が２年なのは引き継ぎがしやすいためです。 

基本的に９～１０名で活動しています。任期を終えた人数を新たに募集します。 

２年務めると未就学児を含む全ての子どもについて今後の役員と専門委員が免除となります。 

【船橋市青少年補導委員】任期２年 

・市からの募集が２年に１度あります。保護者から 1 名を選出し、各校の補導委員や近隣校の 

先生方と協力しながら街頭でのパトロール活動などを月に２回ほど行っていただきます。 

【船橋市青少年相談員】任期３年 

・市からの募集が３年に１度あります。保護者から 1 名を選出し、公民館などの地域のイベン

トへ参加していただき児童と交流を持ちます。 

PTA 役員ではありませんが、２年、または３年務めると役員と専門委員が免除となります。 
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〈担当した役員や専門委員の役職により、その後引き受ける際の免除事項などがあります〉 

※いずれも立候補の場合はそれを妨げません 

 

 

 

 

５、運営委員会について 

年６回、校長先生・教頭先生、本部役員、各専門委員会からの代表者で集まって開催を 

しています。学校側との情報交換のほか、PTA 会費の使い道や総会にあげる審議事項の承認

など、PTA 活動について話し合っています。 

開催月は原則として以下の通りです。（平日の午前中、１時間程度です） 

 

 

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 

５月 ７月 ９月 11 月 2 月 3 月 

 

6、PTA 総会について 

総会は飯山満小 PTA の最高議決機関で、全会員によって構成されます。PTA の活動報告や

活動計画の承認、予算と決算の承認、本部役員の選出など PTA に関わる重要事項を審議する場

です。現在は書面での開催となっています。 

 

 

 

 

 

 

 子供たちに「楽しい」をもっと！！ 

 

子供一人につき 1 回は専門委員の担当をお願いしています。 

（難しい方は、希望調査票に記入していただく欄があります） 

 ご都合のよいタイミングでお子さまごとにお引き受けください。 

 

 

「親父の会」では PTA の枠をこえて、子供たちのため、学校のために様々な活動をしています。 

校庭でのデイキャンプ、はさまっこ☆フェスタでの焼き鳥販売、親子ドッジボール大会、キッズ柔道、 

学校の草刈りやエアコン清掃など♪ 

 仲間を常時募集しています！詳しくはホームページをご覧ください。 

 

飯山満小親父の会 http;//hasamaoyajinokai.blog.jp 

 


